
申告書の受付期間　　令和8年2月16日（月）～令和8年3月16日（月）

3．郵送での申告書の提出の場合、所得・控除を証明する書類の写しを同封してください。

ただし、年末調整されていない場合や、医療費控
除、生命保険料控除、社会保険料控除、扶養控除
など年末調整で控除されていない、又は公的年金
の源泉徴収票に記載のある控除以外の所得控除
を受けられる場合は申告が必要です

勤務先から安芸高田
市へ給与支払報告書
が提出されていますか

１．なるべくご自身で申告書をお書きください。

2．申告書は原則郵送で提出してください。

同 封 の 申 告 書 で 市 民 税 ・ 県 民 税 の 申 告 が 必 要 で す

・申告相談会を行いますが、長時間待っていただく可能性がありますので、別紙「申告の手引き」をご参考いただき、  ご自身
　で記入のうえ、同封の返信用封筒で提出をお願いいたします。
　（申告相談会の日程については広報あきたかた及び安芸高田市ホームページでおしらせします。）

・源泉徴収票、生命保険料、損害保険料等の控除証明書、社会保険料、医療費控除の明細書、寄付金控除証明書等。
　（証明書等は写しの添付で問題ありません。また、郵送で提出される方で添付書類等の返送を希望される場合は、「返送
  希望」と　 記載し、切手を貼った返信用の封筒を同封してください。）

・できるだけ安芸高田市市民部税務課へ郵送で提出いただきますようご協力をお願いします。
・記載等に不備があった場合は電話で内容を確認させていただきますので、必ず昼間につながる電話番号をご記入ください。
・ご自身での申告書の記入が難しい場合や不明な点があれば、令和8年2月16日以降に申告相談会場へお持ちください。

所得税の確定申告をしますか
は い

はい

い い え

※20万円を超える人は、所
   得税の確定申告が必要
   です

い い え

市税の申告につきましては、毎年、市民のみなさまにご協力いただきありがとうございます。
今年も申告の時期となりました。市民税・県民税・国民健康保険税の申告書を送付いたしますの
で、このフローチャート及び別紙の「申告の手引き」をご参考いただき、申告の必要な方は、令和7年
1月1日から令和7年12月31日までの1年間の収入等を必ず申告してください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        安芸高田市長（市民部税務課）

令和8年度（令和7年分所得）

市民税・県民税・国民健康保険税　申告のフローチャート

はい

はい

※国民健康保険・福祉年金・高齢者医療・市営住宅・各種福祉手当・所得証明書の発
行・ 課税証明書の発行に必要になります

特に国民健康保険に加入されている方は、国民健康保険税の

軽減の判定に必要になりますので、必ず申告してください

収入のなかった方、又は、非課税所得のみの方は、申告書の

表面「2　所得金額」の⑨欄に「0円」を記入し、裏面「17　所得の

なかった人」欄の該当項目に記入し、提出してください

い い え

い い え

令和8年1月1日現在、安芸高田市に

住所がありましたか
令和8年1月1日現在、居住していた市区町村に申告してください

令和7年1月1日から令和7年12月31
日までの間に収入はありましたか
（遺族年金・障害年金等の非課税所
得だけの方は「いいえ」になります）

◎

※

市民税・県民税の申告は不要です

（税務署から申告資料が市へ送付されます）

い い え

はい

い い え

はい

はい

その他の
所得者の場合

営業・農業・不
動産等の所得
がありましたか

※20万円を超える人は、
　 所得税の確定申告が
　 必要です

公的年金の収入額
の合計が400万円
以下で、それ以外
の所得が20万円以
下の場合は、確定
申告は不要です
が、市民税・県民
税の申告が必要で
す

公的年金等の受給の場合

公的年金等の所得のほか
に給与・農業・不動産・報酬
等の所得がありましたか

市 民 税 ・ 県 民 税 の 申 告 は 不 要 で す

給 与 所 得 者 の 場 合

年末調整した給与所得
のほかに農業・不動
産・年金・報酬等の所
得がありましたか

年末調整した給与以
外の所得が20万円以
下の場合は、確定申
告は不要ですが、市

民税・県民税の申告

が必要です


